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当該年度

　平成27年度からスタートした子ども・子育て支援新制度において、新制度移行園については、
保育所と同様に施設型給付の対象施設として、市が確認・指導監督の主体となり、この対象施設
の増加傾向により市と私立幼稚園の関係性は年々深まっているところである。
　また、近年、共働き世帯の増加等に伴う子育て環境の変化に伴い、局所的な需要と供給のミス
マッチが生じており、幼稚園等の既存ストックを活用した保育の受け皿の確保が求めらている。
　加えて、核家族化の進行、子育て世帯の孤立化や社会的養護の必要な世帯への支援の必要
性が高まっており、今後は、子育て支援拠点としての機能など、幼稚園に求められる役割が高
まっているところである。
　本補助金は、運営費及び広報活動等を実施するための経費の補助に加えて、各種研修を実施
するための補助を行うものであり、本市の幼稚園教育の水準の引き上げ、幼児教育の振興・充
実に寄与するものであり、今後も継続して実施する必要性がある。
　なお、私立幼稚園連盟は市内の私立幼稚園すべてが加盟しており、連盟が行う様々な活動に
対して行われる助成の効果については、市内の全幼稚園及び全園児、保護者が対象なるもので
あり公平性は保たれている。
上記により、当該補助金の継続は妥当と判断し、終期を次期各種プランの計画期間との連動性
を考慮し、令和10年度末まで延長するもの。

補助金の終期

【補助対象経費、補助金額の算定方法・考え方】
補助対象経費の2/3以内
なお、2/3相当額が予算を超える場合は予算の範囲内とする。

補助金交付
による効果

　幼児教育の振興充実が図られ、子育て環境満足度の上昇に寄与している。

前々々年度交付状況等
【上段：交付件数】

【下段：決算】
（※１）

前年度

令和10

補助金の目的
及び

補助対象事業

延長回数 3

　本市幼児教育の振興・充実を図ることを目的とし、福岡市私立幼稚園連盟に対し補助
を行う。

前年度補助事業
の主な実施概要

各種研修や広報活動等を実施

回

終期を延長する
理由

       補助金調書

交　付　先

（公募の場合）
応募要件

（非公募の場合）
非公募の理由

当該補助事業を行っている団体が限定されているため（一般社団法人福岡市私立幼稚園連
盟）。

□　団体
一般社団法人

福岡市私立幼稚園連盟
区分

こども未来局子育て支援部運営支援課
（ＴＥＬ　092-711-4114）

担当課
（連絡先）

補助金名 福岡市私立幼稚園連盟研修費補助金

（公募の場合）
公募時期

その他の補助金

交付先決定方法 　□　非公募

31,592

1

交付対象経費及び
補助金の算定方法等

前々年度

補助開始年度

1

　□　定額

年度

（間接補助の場合）
間接補助とする理由
及び再交付先への配

分基準、審査基準

 【間接補助の理由、再交付の配分基準・審査基準】

※１：金額総額であり、複数の団体等に交付している場合、個々の団体等への交付額等を示すものではありま
せん。なお、当該年度は当初予算額を記載しております。また、前年度決算額について、補助額の確定が未了
のものは、交付件数および交付決定額を外数として（）書きで記載しております。

31,742

昭和39 62年度 年度

31,592

1

経過年数

34,092


